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１ グレーデッドアプローチの例
（１）管理区域内の放射能レベル区分設定例
（２）NRCの廃止措置対象施設のグループ区分

２ 廃止措置とは

３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方
ー 学会標準 “原子力施設の廃止措置の基本安全基準”の規定

４ まとめ

内 容



（１） 管理区域内の放射能レベル区分設定例

「発電所の管理区分要領」の記載
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１ グレーデッドアプローチの例
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１ グレーデッドアプローチの例
（２）NRCの廃止措置対象施設のグループ区分
NRC-1757の記載

無条件開放，
廃止措置計画不要

スクリーニング基準に基づく無条件開放
，廃止措置計画不要

スクリーニング基準に基づく無条件開放，廃止措置計画要

対象施設に対する線量評価及び地下水汚染のない場合の無条件開放
，廃止措置計画要

地下水汚染のある場合の無条件開放，廃止措置計画要

条件付き開放，廃止措置計画要
→ NRCの定める無条件開放の条件
(10CFR20.1403)を超えるが，条
件付き開放の条件以下のもの

代替基準(10CFR20.1403)に基づく条件付き開放，廃止措置計画要
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参考：NRC-1757の記載
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２ 廃止措置とは

＜定義：法令上の定義＞

原子炉設置者は，原子炉を廃止しようとするときは，
原子炉施設の解体
その保有する核燃料物質の譲渡し
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質によって汚染された物の廃棄
その他の主務省令で定める措置

を講じなければならない。

炉規制法 第43条の3の2 （原子炉の廃止に伴う措置）第1項

廃止措置とは「原子力施設内に残存している放射性物質による周辺公衆への
放射線被ばくのリスクを安全で合理的なレベルまで低減する行為」であり，
その行為を法律では次のとおり定義されている。
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２ 廃止措置とは

＜IAEAの定義＞
The term ‘decommissioning’ refers to the administrative
and technical actions taken to allow the removal of some
or all of the regulatory controls from a facility
＜対訳＞
廃止措置とは，当該の原子力施設において規制上の枠組み（管理）の一部又
は全てを解除するための手続き上及び技術上の一連の活動をいう

“放射線被ばくのリスクを安全で合理的なレベルまで低減”したことを
法令の定めるところに従い“規制当局”が認めることで上記が達成される
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２ 廃止措置とは
＜廃止措置の特徴＞

（１） 事業の特徴

① 廃止措置という事業はそれ自身では要する費用をそれ自身で回収することはできない
→安全対策に投入する資源の適正化を図り，廃止措置の合理化を目指す

②作業の進捗に伴い施設の状態が変化し，それによってリスクの状況が変化
→変化にも対応して，投入する資源の適正化を行う

安全上の重要度に応じた資源の投入及び配分を可能にし，
より一層の安全性を達成することを可能にする

“グレーデッドアプローチの適用”
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２ 廃止措置とは
＜廃止措置の特徴＞

（２） 行為の特徴
廃止措置という行為：

廃止措置対象施設に残存している放射性物質の除去することで，
公衆の放射線被ばくのリスクを合理的に可能なレベルまで低減し，

規制の枠組みから解除することである

廃止措置は，“リスクが存在する”という負の状態を解消していくものであり，
それだけで正味の便益を生むものではない

原子力施設のリスクを減じていくものであり，負の状態をゼロに近づけていくものであるといえる

このようなリスクと便益の関係は合理的に可能な限り短い年限で解消されるべきである
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２ 廃止措置とは
＜廃止措置の特徴＞

（３） 安全確保の考え
Ø 運転の段階の安全の原則：“止める，冷やす，閉じ込める”
Ø 廃止措置の段階：“閉じ込める”だけが必要となる
（使用済燃料が施設にある間は，冷却のための“冷やす”が必要になるが，運転中とは全く異なる）

廃止措置の段階にある原子力施設は，“放射性物質の塊”とみなしてその安全を考えることが適当

同じ原子力施設であっても，運転の段階と廃止措置の段階では，
“全くの別物”として捉え，廃止措置に特有の考え方に基づいて安全に配慮すべき

“グレーデッドアプローチの適用”
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２ 廃止措置とは
参考 周辺公衆及び作業従事者の放射線被ばくの観点での比較

廃止措置の進捗に伴うリスクレベルの変化のイメージ（原子力発電所の場合）

Ø 放射線被ばくのリスクは，核燃料の搬出後，廃止措置の進捗に伴い漸減していく
Ø 廃止措置の作業に伴い，放射線被ばくのリスクが一時的に増加する場合がある
（例えば，施設の解体を実施する際に粒子状の放射性物質が環境へ放出される可能性があることから，放射線
被ばくのリスクが一時的に変動する場合がある）。

Ø 廃止措置の進捗に伴い，放射性廃棄物が搬出され，放射線被ばくのリスクレベルは廃止措置の終了に至るまで
徐々に低下する。
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２ 廃止措置とは

参考：「通常炉の廃止措置とは」

種々の理由により運転を終了した発電所であって，次の条件を満たす発電所の解体及
び解体によって発生した廃棄物の処理などの一連の事業を通常炉の廃止措置とよぶ
① 核燃料を通常の手順で原子炉から取り出し可能であり，かつ，通常の手順で施
設から使用済燃料を搬出可能な状態であること

② 発電所の運転終了時点における状態を，建設時の情報，運転中の記録，施設の
修繕，改造，改築の記録などから把握することが可能であること

③ 運転終了時点で，施設解体の順序，工事工法及び工程並びに工事によって発生
する廃棄物量の見積りなど，一連の事業に係る計画を立案することが可能であ
ること



参考：グレーデッドアプローチ（Graded Approach）
Ø IAEA Safety Glossary(IAEA安全用語集）
1. For a system of control, such as a regulatory system or a safety system, a process or method in
which the stringency of the control measures and conditions to be applied is commensurate, to
the extent practicable, with the likelihood and possible consequences of, and the level of risk
associated with, a loss of control.

意訳
グレーデッドアプローチとは，規制体系又は安全管理体系というような管理のシステム（仕組み）に対
して適用されるものである
グレーデッドアプローチは，このような管理のシステムにおいて設定されているプロセス又は方法にお
いて，そこで設定されている運用上の処置及び適用される条件が，実行可能な範囲で次の事項に見合
うものであることを求めるものである
• 予め計画され，適用されている管理の処置に機能が喪失してしまう状況又は設定されている条件を
逸脱するような状況が発生する可能性の大きさ及びその状況が発生したことによりもたらされると
想定される結果，すなわち，管理状態の喪失に起因するリスクのレベル
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



（１）IAEA 廃止措置の安全要求
施設の廃止措置に対する安全要求(No.GSR Part 6)

＜人に対する防護と環境に対する防護＞
要求１：廃止措置における防護と安全確保の最適化

要求２：廃止措置におけるグレーデッドアプローチの適用
→ 廃止措置のあらゆる段階で適用することを要求

要求3：廃止措置おける安全評価
13

“最適化”と過度の安全対策とは別物

“最適化”された安全対策が
必要十分であることを確認する

３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



参考：グレーデッドアプローチ（Graded Approach）
Ø IAEA SF-1 Graded Approachとは
「事業者が安全を確保するために費やす資源，規制の適用範囲及び/又は厳格さ並びにその適用は，放射
線リスクの大きさと制御の可容易性に見合わなければならない」
Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Series No. SF-1, IAEA (2006)

Ø IAEA GSR Part.6
要件2：廃止措置におけるグレーデッドアプローチ

廃止措置のあらゆる側面に対して，グレーデッドアプローチが適用されなければならない。どのような
施設の廃止措置についても，グレーデッドアプローチの適用によって，範囲や詳細さの程度が，廃止措
置により生じ得る放射線リスクの大きさに見合ったものとならなければならない

2.4. 廃止措置計画及びその裏付け文書（安全評価を含む）における情報の種類及び詳細さの程度は，施
設の種類，規模，複雑さ，状態及びその存続期間における段階に見合っていなければならない。また，
施設の廃止措置に伴うハザードにも見合っていなければならない
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方
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廃止措置安全の目的
人と環境を，廃止措置対象施設と廃止措置の活動に起因する放射線の有害な影響から防護することである

基本安全基準の概要

・1４項目の基本安全要件から構成される。
・ 廃止措置における安全の３要件

- 放射線の防護と安全
- グレーデッドアプローチの適用
- 安全評価

・ 事業者及び規制機関の役割及び責任の明確化並びに説明責任の重要性
・ 事業者及び規制機関において，組織の全体にわたる安全を最優先とする組織文化（安全
文化）を浸透すること並びにリーダーシップとマネジメントの重要性
・ 廃止措置に係る施設と活動対するリスク抑制及びその継続的取り組み，並びに廃止措置
の完遂の重要性

（２）原子力学会 原子力施設の廃止措置の基本安全基準
３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



5.4 グレーデッドアプローチ

グレーデッドアプローチの適用：
Ø 廃止措置の計画，実施及び終了の全ての時点における全ての局面に対して適用する
Ø 状況に応じた効果的な施策を講じて廃止措置を遂行する

＜適用にあたり考慮すべき事項＞
Ø 廃止措置対象施設の特性（施設に起因するリスク）
Ø 廃止措置作業に伴うリスクの程度

グレイデッドアプローチの適用により，
安全上重要なところに効率的，効果的に資源を投入することが可能となり，

廃止措置実施時，終了時及び終了後の安全が確保される。
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（２）原子力学会 原子力施設の廃止措置の基本安全基準

３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチ適用の前提

廃止措置対象施設及び廃止措置の行為におけるリスクを

Ø どの時点で
Ø どこに，
Ø どのようなものが，どれくらい，
Ø どのような状態

で存在するかを適切に把握するする事が
適正なグレーデッドアプローチの適用に必須の事項

適切に把握：評価の信頼性＋評価の不確かさの程度

1-17

３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチの前提：放射線リスクの三つの要素

1. その放射線の源となる放射能の特性
ü 物理的及び化学的な側面において，放散しやすいか，しにくいかを指す
ü 放散しやすければ，施設からの屋外放出に至りやすく，しにくければ屋外放出に至りづらい

2. その放射線による被ばくの規模
ü 被ばくの規模は，その放射線の源である放射能，すなわち，放射性物質の量と，核種ごとに比
例関係にある

3. その放射線による被ばくの可能性
ü リスクに対して講じられる安全対策の信頼性に関わる すなわち，安全対策の信頼性が高けれ
ば，被ばくの可能性は低く，安全対策の信頼性が低ければ，被ばくの可能性は高いこととなる
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチ適用の裏付け

Ø 効果的なマネジメントを達成する有効な手段の一つとして「グレーデッドアプ
ローチ」が考えられる。これにより安全確保上重要な項目に資源を集中させる
ことができる

Ø 全体を考えず個々のゼロディフェクトを求めることはリソースのアンバランス
な配分に繋がり，結果として安全性の阻害要因となり得ることに留意すべきで
ある

AESJ-SC-TR005:2012 原子力安全の基本的考え方 第Ⅰ編 原子力安全の目的と基本原則，標準委員会 技術レポート
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチの適用に当たり事前に実施しておく事項 (1/3)

Ø 多様な廃止措置対象施設に対して，グレーデッドアプローチの適用を対象とする設備，機器
及び/又は構造物の範囲（対象範囲）を明確にしていること

Ø 事業者は，自らが廃止措置の対象とする施設に対して，次の特徴を正確に把握する。

－ 廃止措置の対象施設の目的及び規模

－ 施設に残存する核燃料物質等及び／又は放射性物質の種類，性状及び量

－ 設備及び機器の配置並びに構造上の複雑さ

－ 運転又は操業の履歴及び記録の保存状況の違い
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチの適用に当たり事前に実施しておく事項 (2/3)

Ø 多岐にわたる廃止措置の作業に対して，グレーデッドアプローチの適用の対象とする作業の種類
及び内容を明確にしていること

Ø 多岐にわたる廃止措置の作業において，多数存在する工法及び必要な安全対策の選択肢の中から，
廃止措置を行おうとする場合の外的要因及び内的要因を考慮して最適な選択をしなければならない

＜外的要因＞
外的要因の例として次の事項が挙げられる
－ 廃止措置に関わる法令，規制の枠組み及び政府の政策
－ 廃止措置の対象施設の地形，水理条件，気象条件など
－ 廃止措置の対象施設の周辺公衆の居住の状況（住民数，男女別住民数，世代別住民数等）
－ 廃止措置の対象施設の周辺の土地の利用状況（農地の作付け状況，かんがい（灌漑）利用等）
－ 廃止措置の対象施設の立地地域におけるステークホルダーとの関係
（行政の状況，産業界の状況及び地域住民のコミュニティの状況）
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチの適用に当たり事前に実施しておく事項 (2/3)

＜内的要因＞
内的要因の例として次の事項が挙げられる。

－ 廃止措置の対象施設の立地地域におけるステークホルダーとの関係
行政の状況，産業界の状況及び地域住民のコミュニティの状況

ー 廃止措置対象施設は，通常の手順で停止したものであるか，異常事象又は事故を経て停止したものであるか
－ 廃止措置対象施設は，運転期間中及び運転終了後に十分な維持管理が行われていない状態が長く続いた後のもの
であるか

－ 実施しようとしている廃止措置の作業は，当該施設又は他の類似施設で実績を有するか，又は，新規なものであるか
－ 廃止措置対象施設について，明確に状況を把握できないことに起因する対象範囲の状態に対する情報の不確かさは存
在するか。例としては，建物又は構造物の経年劣化が，施設のもつ工学的な安全対策に与える影響などがある

－ 対象範囲の特徴を考慮した事象の発生のしやすさ及びそれらを緩和できなかった場合の結果を評価し，必要な施策を
考慮したか（地震に起因する事象，洪水及び近隣の施設からの影響又は依存性）

ー 事象／事故シーケンスの起因事象の存在及び種類
（人的過誤，火事，溢水，重量物の落下，建物の倒壊又は損壊，化学反応及び異常な高温）
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



グレーデッドアプローチの適用に当たり事前に実施しておく事項 (3/3)

Ø グレーデッドアプローチの適用においては，一意に定めた（適用において解釈の違いが
発生しない）定量的及び／又は定性的に設定された判断基準によってグレード（区分）
が設定され，区分ごとに安全要求及び／又は安全基準の遵守に対して必要な対策が示され
ていること

Ø グレード（区分）ごとに必要な施策は次のとおり設定する

－ 最もリスクの低いグレードに対する対策を決定する

－ 採るべき対策の判断を行おうとするグレードと最もリスクの
低いグレードとのリスクの差分を判定する

－ グレード間のリスクの差分を考慮し，追加すべき対策を決定していく

定性的な判断基準は，そのグレードに求められる必要十分条件が異なる解釈の余地のないように定めら
れていなくてはならない
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方



廃止措置の作業が進捗した場合に実施しておく事項
Ø グレーデッドアプローチの適用は，廃止措置の期間のある一断面だけで適用するので
はなく，時間的な変化に対しても適正な期間的“段階”を設定して，各段階で見直しを
行いながら適用していく

Ø 廃止措置の進捗に伴い変化することから，グレーデッドアプローチの適用では，進捗
に伴い変化するそれぞれの段階において施設の状況及び実施される作業に対して判断を
行い，その判断に適合した適用を図らなければならない。判断では，次の事項を考慮
しなくてはならない

－ 廃止措置における解体工事の進捗に伴い施設の構造上の変化
（構造上の複雑さの減少）

－ 放射性物質で汚染したものの撤去又は除染の実施による施設内に残存する放射性物質
の減少
（これに加え，放射性物質はその半減期により時間の経過（経年）でも減少していく）
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３ 廃止措置におけるグレーデッドアプローチ適用の在り方


